
 

（仮称）大糸線活性化協議会 
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日 時  平成３１年２月７日（木）午後２時 

会 場  糸魚川市 ヒスイ王国館  

 



 

(仮称)大糸線活性化協議会 

設立総会 次第 

 

 

    

１ 開 会 

２ 設 立 趣 意 説 明 

３ 議 長 選 出 

４ 議     事 

   議案第１号  規約の制定について   

   議案第２号  役員の選任について   

   議案第３号  取組方針について 

   議案第４号  平成 30 年度事業計画について     

   議案第５号  平成 30 年度収入支出予算について  

５ そ  の  他 

６ 閉     会 
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議案第 1 号 規約の制定について 

 

大糸線活性化協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、大糸線活性化協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 ＪＲ大糸線（糸魚川駅～信濃大町駅）の活性化を図るため、関係自治体

と鉄道事業者が相互に連携することによって、利用促進に関する取組活動を推

進し、沿線地域の活性化に寄与することを目的とする。 

  

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 大糸線の沿線住民の利用促進に関する事業 

 (2) 大糸線の観光利用の強化に関する事業 

 (3) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業 

 

（組織） 

第４条 協議会は、第２条の目的に賛同する県、市町村、鉄道事業者及び関係団

体をもって組織する。 

 

（役員） 

第５条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長 １人 

(2) 副会長 １人 

(3) 監事 ２人 

２ 役員は、総会において選出する。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務

を代行する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 
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（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。また、補欠のため選任された

役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、

その職務を行うものとする。 

 

（会議） 

第８条 会議は、総会及び幹事会とする。 

 

（総会） 

第９条 協議会の総会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 総会は次に掲げる事項を審議決定する。 

(1) 事業計画の決定及び変更に関すること。 

(2) 収支予算及び決算に関すること。 

(3) 役員の選任に関すること。 

(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

３ 総会は、通常総会と臨時総会とする。 

４ 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。 

 (1) 会員数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求が

あったとき。 

 (2) 会長が必要と認めたとき。 

５  会長は、軽易な事項又は急施を要する事項については、書面又は持ち回りの

方法により全会員の賛否を求め、会員現在数の過半数の同意をもって総会の議

決に代えることができる。 

 

（幹事会） 

第 10 条 幹事会は会長が招集し、事務局長がその議長となる。 

２ 幹事会は、協議会を構成する団体の担当課長をもって組織する。 

３ 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 総会に付議する事項に関すること。 

(2) 協議会の目的を達成するために実施する事業の企画、運営に関すること。 

(3) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

４ 幹事会には、必要に応じて関係者を出席させることができる。 
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（専決処分） 

第 11 条 会長は、総会を招集する時間的猶予がないときは、前条第３項の各号に

掲げる事項について専決することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総会に報告し、承認を

得なければならない。 

 

（オブザーバー） 

第 12 条 協議会には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、会長が委嘱する。 

３ オブザーバーは、協議会の要請により会議に出席し、意見を述べることがで

きるとともに、事業の活動に協力することができる。 

 

（事務局） 

第 13 条 協議会の事務を処理させるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、糸魚川市産業部建設課内に置く。 

  

（会計） 

第 14 条 協議会の経費は負担金、補助金、協賛金及びその他の収入をもって 

充てる。 

２ 負担金の額は、総会において決定する。 

３ 予算の管理は、事務局が行い、監事の監査を受けるものとする。 

４ 会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（その他） 

第 15 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

  附則 

 この規約は、平成３１年２月７日から施行する。 

 



議案第２号　役員の選任について

役　　職 所 属 団 体 及 び 職 名 氏 名

会　　長

副 会 長

役　　職 所 属 及 び 職 名 氏 名

事務局長 糸魚川市産業部 建設課長 五十嵐　博　文

糸魚川市産業部　商工観光課長 大　嶋　利　幸

糸魚川市産業部 建設課課長補佐 穂　苅　　　真

糸魚川市産業部 建設課計画交通係長 佐　藤　和　之

糸魚川市産業部 建設課計画交通係 主査 田　中　義　光

糸魚川市産業部 建設課計画交通係 主査 佐　藤　恵　美

役 員 名 簿

監　　事

事 務 局

事 務 局 名 簿

事 務 局
所 在 地

〒941-8501

糸魚川市一の宮1丁目2番5号　糸魚川市産業部建設課内

TEL 025-552-1511（内線2373） FAX 025-552-8477



（仮称）大糸線活性化協議会の取組方針について （ 案 ）  
 

 
  

 
１ 基本・実施方針 

◆設立目的  ＪＲ大糸線(信濃大町～糸魚川)の活性化を図るため、関係自治体と鉄道事業者が相互に連携することによって、利用促進に関する 
        取組活動を推進し、沿線地域の活性化に寄与することを目的とする。 
 
◆基本方針  ◎ＪＲ西日本、ＪＲ東日本との協力・連携       － 大糸線車両の活用、広告・宣伝力の活用 

       ◎新潟県、長野県との協力・連携           － 広域的な連携体制 

       ◎糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市との協力・連携  － 地域に密着した連携体制 

◆実施方針  ⑴「生活利用」の促進 ⑵「観光利用」の強化 ⑶「地域連携・協働」の仕組みづくり ⑷「安全・安心・快適」な利用環境づくり  

２ 事 業 概 要  

⑴ 生活利用     ①潜在利用者への働き掛け、新規利用者の開拓 ②鉄道とバス（自家用車）との乗継利用の促進 
 
⑵ 観光利用     ①沿線の観光魅力や集客力の創出と向上 ②沿線の観光魅力の情報発信 ③Hakuba Valleyと連携した観光振興 

           ④訪日外国人の誘客促進や鉄道ファンの取り込み ⑤車両自体の観光魅力や輸送サービスの創出と向上 
 
⑶ 地域連携・協働  ①沿線住民のイベント利用促進 ②小中学校等の行事利用促進 ③利用促進団体の育成 ④沿線地域の教育資源を活用した体験学習 
 
⑷ 安全・安心・快適 ①高齢者等が利用しやすい環境づくり ②沿線目的地の最寄り駅や乗換方法の分かりやすい案内  

３ 事業展開のイメージ 

2018 

 年度 

2019 

 年度 

2020 

 年度 

2021 

 年度 

 以降 

立
ち
上
げ 

振
り
返
り
・
評
価
・
改
善 

計
画
・
ト
ラ
イ
ア
ル
・
実
施 

鉄道事業者との協働・協力、 

関係自治体との広域連携を生かし、 

直接「乗り」につながる事業を展開 

〈大糸線勉強会の実施〉 

観光 
生活 

地域

連携 
… etc 

  

『
統
一
事
業
』
（
構
成
団
体
全
体
で
一
つ
の
事
業
） 

『
連
携
事
業
』
（
同
じ
コ
ン
セ
プ
ト
の
事
業
を
各
団
体
で
実
施
） 

『
個
別
事
業
』
（
団
体
オ
リ
ジ
ナ
ル
） 

効果的かつ段階的発展を目指し、短・中・長期の視点で調査・計画・検討 

「水やり（拡散）」・「収穫（獲得）」に重点 

次年度以降の足掛かりとしてＰＲ活動・情報発信を強化 

「土づくり（関心）」・「種まき（きっかけ）」に重点 

 －  構 成 団 体  －  
 

≪自治体≫ 

 新潟県、長野県 

 糸魚川市、小谷村、白馬村、大町市 
 
 

≪鉄道事業者≫ 

 ＪＲ西日本 

 ＪＲ東日本（オブザーバー） 

連
携 

議案第３号 取組方針について 
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議案第４号 平成30年度事業計画について 

 

平 成 30年 度 事 業 計 画 (案 ) 

 

本協議会は規約第３条に基づき、大糸線における生活利用の促進、観光 

利用の強化の実現に向け、具体的な取組を推進するものとする。 

 

１ 生活利用の促進 

 （１）潜在利用者への働き掛け、新規利用者の開拓 

    広報、ＨＰで大糸線利用促進の情報発信     【個別事業】 

 

２ 観光利用の強化 

 （１）沿線の観光魅力の情報発信 

   大糸線の魅力ＰＲアイテム等の考案・製作    【統一事業】 

（２）Hakuba Valleyと連携した観光振興 

   大糸線の乗車が含まれるツアー企画・広告宣伝  【連携事業】 

 

３ その他、目的達成のための必要な事項 
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議案第５号 平成30年度収入支出予算について 

 

 

平成３０年度収入支出予算 (案 ) 

 

収入合計  1,500千円 

支出合計  1,500千円 

１ 収 入                                                （単位：円） 

科 目 本年度予算額 備 考 

１ 負担金 1,500,000 
新 潟 県   500,000 

糸魚川市 1,000,000 

２ 繰越金 0  

３ 雑収入 0  

合 計 1,500,000  

 

 

２ 支 出                                                 （単位：円） 

科 目 本年度予算額 備 考 

１ 会議費 150,000 会議諸費用(設立総会等) 

２ 事務費 50,000 事務用消耗品、通信料、旅費 

３ 事業費 1,200,000 

潜在利用者への働き掛け、新規利用者の開拓 

                   100,000 

沿線の観光魅力の情報発信       700,000      

Hakuba Vallyと連携した観光振興    400,000 

４ 予備費 100,000  

合 計 1,500,000 
 

 

備考 予算の補正、流用及び次年度の総会開催時までの経費の支出については、会長に一任する。 

 

 

 


